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ききょうバス「多治見駅北口」停留所の変更について【協議】 

（地域公共交通計画３－１ 生活に必要な中心市街地線の運行） 

 

１ 結論 

（１）ききょうバス「多治見駅北口」停留所を現在の多治見駅北口一般車両送迎ロータリーから市

役所駅北庁舎の車寄せに北へ６０ｍ移動する。（R7.4.1 開始） 

（２）多治見駅北側の路線バスロータリーに新たに「多治見駅北口」停留所を新設する。また旧「多

治見駅北口」を「駅北庁舎」に名称変更する。（R7.10.1 開始） 

 

２ 目的 

R7.4.1 から新本庁舎建設に伴う現地調査と多治見駅北口一般車両送迎ロータリーの工事の影響

により、バス停を移動するとともに、駅北庁舎利用客の利便性を図る。 

また、多治見駅北側路線バスロータリーにバス停を新設し、バスの乗り場を１か所に集約するこ

とにより、バス停のわかりやすさ及び多治見駅利用客の利便性の向上を図る。 

 

３ 概要（裏面参照） 

運用開始日 業務内容 詳細 

R7.4.1 現在の「多治見駅北口」

の移設 

多治見駅北口一般車両送迎ロータリーから市役所駅北

庁舎北側乗降口へ停留所を移設 

R7.10.1 停留所新設 多治見駅北側路線バスロータリーに新「多治見駅北口」

を新設 

「多治見駅北口」の名称 「多治見駅北口」⇒「駅北庁舎」 

 

４ スケジュール（予定） 

日程 停留所移設（R7.4.1～） 停留所新設（R7.10.1～） 

R7.2 第４回多治見市地域公共交通会議（決定） 

R7.3 広報３月号で周知  

運行事業者（東濃鉄道株式会社）による届出等書類作成、提出 

R7.4.1 運用開始  

R7.9  広報９月号で周知 

（併せてききょうバス時刻表を折込） 

R7.10.1  運用開始 
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ききょうバス「多治見駅北口」停留所の変更の概要

Ｒ７．10．１～ 

「多治見駅北口」【新設】 

Ｒ７．４．１～ 

【移設】「多治見駅北口」 

Ｒ７．10.1～ 

【名称変更】「駅北庁舎」 

多治見駅南北自由通路 

現在「多治見駅北口」 

多治見駅北口一般車両 

送迎ロータリー 

多治見駅北側 

路線バスロータリー 

北へ 60m

移動 
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